
上尾市告示第８８号  

地域密着型サービス事業を行う者に係る介護保険法（平成９年法律第１２

３号）第４２条の２第１項本文の指定について、同法第７８条の１２におい

て読み替えて準用する同法第７０条の２第４項において準用する同法第７８

条の２第８項の規定により平成１８年４月１日から利用を開始した特定の被

保険者が受ける地域密着型サービスに限るとの条件を付して同法第７８条の

１２において読み替えて準用する同法第７０条の２第１項の指定の更新を

し、及び地域密着型介護予防サービス事業を行う者に係る同法第５４条の２

第１項本文の指定について、同法第１１５条の２１において読み替えて準用

する同法第７０条の２第４項において準用する同法第１１５条の１２第６項

の規定により当該特定の被保険者が受ける地域密着型介護予防サービスに限

るとの条件を付して同法第１１５条の２１において読み替えて準用する同法

第７０条の２第１項の指定の更新をしたので、上尾市指定地域密着型サービ

ス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則

（平成１８年上尾市規則第３０号）第７条の規定により、同条各号に掲げる

事項を次のとおり公示する。  

令和８年３月３１日  

上尾市長  畠山  稔  

 

１  当該指定地域密着型サービス事業者の名称及び当該指定地域密着型介護

予防サービス事業者の名称  

株式会社ＳＯＹＯＫＡＺＥ  

２  当該指定の更新に係る事業所の名称及び所在地  

(1 ) 名称  

   岩槻ケアセンターそよ風  

(2 ) 所在地  

 埼玉県さいたま市岩槻区飯塚字本田１２８０－３  

３  指定の更新の年月日  

令和８年４月１日  

 

４  サービスの種類  

  （介護予防）認知症対応型共同生活介護  


